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    都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

    特 別 区 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

農林漁業者等による農林漁業体験民宿施設の取扱いについて 

 

 

 標記については、平成 17年７月 21日付け食安監発第 0721002号監視安全課長通知によ

り、農林漁業体験民宿に係る各都道府県等が定める施設基準等の許可要件については、各

都道府県等において関係部局間で十分に協議を行い、施設の規模、提供される食事の種類、

数量等を考慮し、必要に応じ条例改正の検討や弾力的運用を行うなど、適切に対応される

ようお願いしているところです。 

今般、「平成 30年地方分権改革に関する提案募集」において、別紙のとおり、農林漁業

体験民宿において、宿泊者以外への食事提供が可能となるよう更なる規制緩和を求める提

案がありました。当省からは、農林漁業体験民宿として食品の営業許可を受けた施設にお

いて、現在の施設のまま食事の提供対象を拡大できるか否かについては、許可権者である

地方自治体において判断いただきたい旨回答したところです。 

上記を踏まえ、「平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 30年 12月 25

日閣議決定）において、農林漁業体験民宿における食事の提供については、営業施設の許

可要件は都道府県等において定め、当該許可要件に基づいて許可権者である都道府県等が

許可することを明確化するため、改めて地方公共団体に周知することとされましたので、

御了知願います。 

 

（参考） 

〇「平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 30年 12月 25日閣議決定） 

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-

index.html#kakugikettei291226 






